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法務省民総第151号

令和3年3月 1 日

法 務 局 長

地方法務局長

殿
殿

法務省民事局長

（公印省略）

後見登記等に関する政令の一部を改正する政令の施行に伴う 「民法の一部

を改正する法律等の施行に伴う公証事務の取扱いについて」の一部改正に

ついて（通達）

後見登記等に関する政令の一部を改正する政令（令和3年政令第33号）が施

行されたことに伴い，平成12年3月13日付け法務省民一第634号当職通達

「民法の一部を改正する法律等の施行に伴う公証事務の取扱いについて」の一部

を別紙のとおり改正しましたので，貴管下公証人及び公証事務を取り扱う法務事

務官に周知方取り計らい願います。
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別紙

民法の一部を改正する法律等の施行に伴う公証事務の取扱いについて（平成12年3月13日付け法務省民一

第634号法務省民事局長通達）の一部改正新旧対照表

（傍線部分は改正部分）
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別紙

らを併せて「代理権目録」 という。 ） によ

る用紙に，任意後見人が代理権を行うべき

事務の範囲を特定して記載して作成しなけ

ればならない。作成に用いる用紙は， 公証

人法施行規則第8条第1項の規定にかかわ

らず， 日本産業規格B列4番の丈夫な紙と

らを併せて「代理権目録」 という。 ） によ

る用紙に，任意後見人が代理権を行うべき

事務の範囲を特定して記載して作成しなけ

ればならない。作成に用いる用紙は， 公証

人法施行規則第8条第1項の規定にかかわ

らず， 日本工業規格B列4番の丈夫な紙と

する （同令第2項，第3項）。 する （同令第2項， 第3項）。

4 登記の嘱託

（2） 嘱託書の様式等

ア公証人法第57条ノ3第2項の登記の嘱

託書の様式は，別紙のとおりとする。 この

嘱託書の用紙は， 日本産業規格A列4番の

4 登記の嘱託

（2） 嘱託書の様式等

ア公証人法第57条ノ3第2項の登記の嘱

託書の様式は，別紙のとおりとする。 この

嘱託書の用紙は， 日本工業規格A列4番の

丈夫な紙を用いなければならない（公証人

法施行規則第8条第2項）。

イ 登記の嘱託書に別紙として添付する 「代

理権目録」及び「代理権の共同行使の特約

目録」 は， 日本産業規格A列4番の丈夫な

丈夫な紙を用いなければならない（公証人

法施行規貝ll第8条第2項）。

イ 登記の嘱託書に別紙として添付する 「代

理権目録」及び「代理権の共同行使の特約

目録」は， 日本工業規格A列4番の丈夫な

紙を用い（ただし， 様式令附録第1号様式

による場合には， 日本産業規格B列4番の

紙を用い（ただし， 様式令附録第1号様式

による場合には， 日本工業規格B列4番の

用紙を用いることもできる。） ， 12ポイン

ト程度の文字を使用し，横書で記載する。

用紙を用いることもできる。） ，

卜程度の文字を使用し，横書で

12ポイン

記載する。

(3) 嘱託書の記載事項等

登記の嘱託書には， 次に掲げる事項を記載

し， 嘱託者である公証人が記名しなければな

らない（後見登記等に関する政令第5条第2

項）。

嘱託書の記載事項等

登記の嘱託書には， 次に掲げる事項を記載

し， 嘱託者である公証人が記名押印しなけれ

ばならない（後見登記等に関する政令第8条

第2項，第9条第2項）。

(3)

(5) 登記手数料の納付

任意後見契約の締結

登記手数料の納付

任意後見契約の締結の登記の登記手数料

(5)

の登記の登記手数料 は，
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紙別

1件につき22 600巴とされた（登記手数
料令第17条第1項）。

は， 1件

手数料令

登記手

託書に貼

記法第1

令第26

とされた （につき4, OOO円

第6条の4第1項）。)。

登記

記印紙登記手数料の納付は， 収入印紙を登記の嘱 数料の納付は，

付してしなけれ

1条第2項， 後

条第1項）。

を登記の嘱

い（後見登

に関する省

登

託耆に貼付してしなければならない（後見登

記法第1 1条第2項， 後見登記等に関する省

令第33条第1項）。

ぱならなし

見登記等I

(6) 嘱託書等の郵送

登記の嘱託書及びその添付書類を登記所に

郵送する場合には， 書留郵便又は民間事業者

嘱託書等

登記の嘱

郵送する場

ならない（

2項， 後見

の郵送

託書及び

合には，

後見登記

(6)

その添付書

書留郵便に

書類を登記所に

によらなけれぱ

る政令第8条第による信書の送達に関する法律（平成14年 等 に関す

法律第99号）第2条第6項に規定する一般 登記等に関する省令第8条）。

信書便事業者若しくは同条第9項に規定する

特定信書便事業者による同条第2項に規定す

る信書便の役務であって当該一般信書便事業

者若しくは当該特定信書便事業者において引

受け及び配達の記録を行うものによらなけれ

ばならない （後見登記等に関する省令第8

条）。

－3－


